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対
象
者
に
は
「
月
７
日
ま
で
に
お
知
ら
せ
し
ま
す

木
造
家
屋
の
固
定
資
産
税
評
価
額
の
見
直
し

Ｌ
年

度

か

ら
見

直

し

を

行
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て
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Ｔ

成

ｍ
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ら

れ
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大

造
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ビ

の
日
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貞
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税

輌
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価

額

に

つ
い
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．
本
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度
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ヽ
３
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蝋
■

分
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¨
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ま
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平
，

３
年
の
二
市
町
■
含
＝
Ｌ
の
Ｌ
し
合

わ
せ
に
基
づ
ヽ
■

３
年
ま
で
運
用
し
‘
い
た

市
の
Ｆ
価
額
『〓
算
方
法

市^
の
計
算
方
法
）

が
．
総
務
省
が
示
す
評
価
額
計
算
方
法
（
早

¨
後
の
計
算
方
法
）
と

一
部
不
適
合
が
あ
っ

た
た
め
．
れ
年
に
是
正
侑
置
を
行
い
．
Ｊ
午

以
峰
の
ｒ
業
分
に
足
正
後
の
「
算
方
法
を

洒
卜
し
ま
し
た
■
一
Ａ
Ｘ
２
ヽ

そ
の
結
果
．

Ｌ
年
度
か
ら
の
諄
社
評
価
に
は
．
家
Ｌ
の
建

築
時
期
に
よ
っ
て
．
■
つ
の
異
な
る
計
算
方

を
か

，
有
す
る
状
況
と
■
っ
て
い
ま
し
た
．

そ
の
後
．
市
議
会
で
ｍ
年
以
一「
の
建
築
分

に
も
是
正
笙
の
計

，
方
法
を
適
用
す
べ
き
と

の
議
論
が
な
さ
れ
た
ほ
か
．
菫
術
的
課
題
に

も
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ヽ，

昨
年
度
．
ｍ
年
以
前
の
建
築
分
に
し
足
Ｔ
清

置
を
広
け
．
３
年
度
課
税
分
ま
で
き
か
の

ぼ

っ
て
適
用
し
＾
●
Ａ
Ｘ
３
●

既
納
分
を

誤
賦
課
と
し
て
対
象
者
に
遺
■

・
追
微
を
行

い
ま
し
た
．

☆
戸
訓
貨
Ｃ
¨
各

【家
屋
評
価
額
の
計
算
方
法
一

本
造
家
屋
の
評
価

額
は
．
総
務
省
が
示

す
固
定
資
産
評
価
基

準
に
従
っ
て
下
記
の

割
算
式
で
求
め
ま
す
．

今
回
是
正
を
■
っ
た

の
は
「
（
Ｂ
）
経
年
滅

点
補
正
率
」
の
取
り

扱
い
で
す
．

Ｆ
願
コ
ー
パ
年一“
課
や
分
の
勲
り

，
ｔｌ

本
年
度
は
．
２
～
Ж
年
度
課
税
分
＾
表

・

Ａ
Ｘ
ｌ
〉
に
是
正
後
の
計
算
方
法
を
適
用
し
．

さ
か
の
は
っ
て
再
計
算
＾
☆
参
照
）
を
行
い

ま
し
た
．
そ
の
結
果
．
減
額
と
な
る
対
象
者

は
６
９
３
５
人
＾
法
人
を
含
む
イ

金
額
は

１
億
１
０
９
４
万
３
２
０
０
円
（表
Ｂ
）
で
す
．

減
額
分
は
過
払
い
額
と
し
．
新
し
く
制
定

し
た
「北
上
市
本
道
家
屋
評
価
損
計
算
方
法

見
直
し
に
伴
う
Ｅ
定
育
産
税
イ
‘
ん
↓
安

判
」
に
基
づ
き
．
利
鳥
相
当
額
を
加
え
た
額

を
神
て
ん
金
と
し
て
お
支
払
い
し
ま
す
．
対

望
者
に
は
．
■
で
ん
金
決
定
「
知
書
な
ど
を

１１
月
７
日
”
ま
●
に
メ
付
し
ま
す
．

な
お
．
対
象
者
が
死
Ｌ
し
て
い
う
な
と
別

途
調
査

，
必
■
と
な
る
場
合
は
．
――
Ｉ
Ｐ
月

の
発
送
と
な
う
場
合
が
あ
り
ま
す
．
ま
た
．

今
ｎ
の
再
計
算
に
よ
る
追
徴
は
行
い
ま
し
ん
．

個
人
情
報
保
語
の
短
点
か
ら
．
個
別
の
評

価
額
な
ど
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
．
■

請
で
は
お
答
え
で
き
ま
世
ん
．
本
人
確
認
言

編
を
■
参
の
―
．
●
同
に
お
赳
し
く
だ
さ
い
．

【絡
年
減
点
補
正
率
と
は
】

権
年
減
点
補
正
率
と
は
．
蒙
Ｆ
の
建
築
笹

の
年
数
の
経
過
に
よ
っ
て
生
じ
る
掲
ｔ
の
状

況
に
よ
る
減
価
を
表
し
た
も
の
で
す
．

〓
屋
の
種
類
ご
Ｌ
に
固
定
資
産
評
価
単
〓

別
表
第
９
（表
Ｃ
）
に
基
づ
き
．
１
市
当
た

り
の
再
建
築
貢
評
点
数
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ

る
区
分
が
決
ま
り
ま
す
．
専
用
住
宅
の
場
合
．

■
Ｃ
に
示
す
と
お
り

，
～
●
０
４
区
分
に
分

か
れ
て
い
ま
す
．

経
年
減
点
補
正
率
は
年
数
の
経
過
に
よ
り

次
第
に
低
下
し
．
評
点
数
の
高
い
も
の
は
低

下
ま
で
の
期
間
が
長
く
．
■
点
数
の
低
い
も

の
は
期
間
が
短
く
な
り
ま
す
．

Ｃ
〉
ど
お
り
の
「
算
方
法
と
．
Ｔ
点
数
の
や

い
に
関
わ
ら
ず

一
つ
の
評
点
数
区
分
を
一
常

に
適
用
す
る
方
法

例^
え
ば
．
専
円
住
宅
の

場
合
は
表
Ｃ
ｅ
）
で
す
．

今
回
．
平
成
２
年
度
課
税
分
ま
で
さ
か
の

ば
っ
て
評
価
続
の
計
算
方
法
を
是
正
ｔ
．
測

年
以
前
の
建
築
分
に
も
総
獅
省
基
準
を
適
用

し
て
．
計
算
方
■
の

，
存
を
解
消
し
ま
し
た
．

計
算
方
法
を
最
ｉ
し
た
こ
と

、́

再
ヨ
算

に
よ
り
３
～
“
年
度
の
評
価
額
か
減
額
と
な

る
人
が
生
じ
ま
す
．
オ
一で
で
は
．
評
価
禦̈
が

減
額
と
見
直
■
れ
る
場
合
の
計
算
例
を
一示
し

て
い
ま
す
．
こ
の
場
合
．
減
額
分
の
■
額
相

当
「
に
利
息
相
当
額
を
合
わ
せ
て
．
対
象
者

に
補
て
ん
金
と
し
て
支
払
い
ま
す
．
詳
し
く

口
．
対
象
者
へ
お
知
ら
せ
し
ま
す
．

一
二
つ
の
評
価
計
算
方
法
の
構
存
を
解
消
一

「
こ
れ
ま
で
の
経
緯
」
の
と
お
り
．
当
市

の
評
価
損
の
計
疇
ん
た
は
２
挿
緬
あ
り
ま

し
た
．
総
務
省
基
準
の
評
点
家
別
区
分

＾
表

こ
の
た
び
の
固
定
資
産
税
評
価
額
の
見
直

し
に
当
た
り
．
多
く
の
管
さ
ま
に
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
て
い
ま
す
こ
と
を
深
く
お
わ
び
中

し
上
げ
ま
す
．

固
定
資
産
社
の
課
”
業
務
は
．
今
後
も

一

層
正
確
な
事
務
の
切
行
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
．
引
き
続
き
．
税
に
対
す
る
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
中
し
上
げ
ま
す
．

■課税年度別の評価頷計算方法(表 A,

■平成24-28年度課税分の再計算1結果 (表 B)

※,●象者の合計薇は 重理者を絆t'た合計ノ、数です

夏油高原スキー場の次期運営事業
者が決定        9月 1日

'月

の高議会週H会議|[お 1.て .[夏 ,面 高原

スキー場の施設.=関 する財産の血償貸付」うヽ誠

■され.1`日 本り,― 卜が]さ続き'0年間、令

i「 5,7月 :日 から)の理簾 ″うことが決ま

りました.

平成2i年 |_"ヽ した同社との実約が来=6
月31日 .、 期間満7と なる|[当たり.■■継続

の意F表示を受けて選考委員会に、ら寓査を

実施.て い積晏.司 |||=よ る運■|ま
.可

」と
`れ.南は今年8月 3日 |[1卍 約を締結.こ の

た」の議決により正式な契約となりました.

同社は.地域耐■."Ц
=溝

へのi献を前

■に.他団体こ連おしなお`う員油高原エリア

の嘔 際 |′ ,― 卜化」を目標に掲げていよす.

市は.施設の推斉育瑠や事業のサボートをし

なから.同社こ市民の皆さゎと上に通年 お●

型の皇油局
「

り

'―
卜の実現を目11_ま す.

スキー場の1■ 来綺蒼.涙考委員 霞電、P
会の結乗は.市のホームベーシ(● 鍵額質駿雪
記QRコ ート,でご覧くださtt  鬱if喜調操

ユニバースと災害時の物資供給協
定を締結        9月 21日

●

■木道蒙屋経年減点補正率基準表(平成24年度)(表 C)
1尊円住宅.共同住宅.寄宿舎及び併用住宅用建物
×固定資産評価基準別表第9か ら抜糧

平成2,年厚から令和2年障課税

分|[係る還付金の大受11の人ヘ

北東北3県 で食品スーバーを展開する■二

,1-スと市は.叫■時|[お ける旧 」綸|=関

する協定」を締結しました.これは七震 |`■本

害.`どの災書ヽ|[.必要となる食料品・ ■`,ξ

必需品の提Iを,け るものです。,1野泉常

"収締役店舗運日本部長|よ「いざというとき|よ行

政と協力し.ラ イラフインの爛  [貢献した

い」とあいさつしました.

家目が建築された時期(年 ,

H21年以前 H21年以降

課
税

年

度

‖3-‖23 市の計算方法

‖21-128
市の計算方法
●是正※ 1

是正後の

計算方法

X2
‖2,― R2 是正後の

計算方法

X3R3～

年F
対象者

(人 )

補てん金額 (円 )

迪払い額 利息相当額 合計

H24 ,7:4 21.1イ 7.600 10.06,.610 31.217.200

H2] :.F]` 21.121,00 ,.0西 .100 30.146.201

H26 ∫.`,2 21.0“ .100 1.9:`.500 2,.02.201

H2, 5.80, 23.045.200 1.,20.100 31.,,4.001

H2: :.,:` 23.,68.:00 6.`,3.600 30.4`].110

合計 6.91` ||,.,43700
`|.103.:00

162.`,6.?00

〔市の計算方法1

経年減点補正率(3)は .―律に区分

O●用住宅の画用区分)を 適用し.

経過年数15年により0`3

(A)'0.000× (3)'.43X(C)0.,7X

(D)0,4× に ,120‐ 2.614.3“ ロ

I島二後の計算方法】

経年減点補正幸(B)は .区分②の1'

過年数|:年により,1,
(A)?1.100× (3)235× (C,07,X
(D)0,4× ([)120 ‐2.127.,72日

並成9il[建築された専用1主宅の

平咸:4年度評1面額 (計算例
'

〔各種要件I

(A)111当 たり百建夕等鯖+点数m.m点
(C'積言彗冷地補正率 0.77

(D)一 点単価 0,4

([)床面積 120市

上記により.

評価額 486.S,S円 減額

獅 相当輌 7.2'`周 ,咸額(椅てん金)

(‖24～‖30固定資産税率:15%)

X割 はありません.

延べ床面積10市当たり再建築資評点数別区分
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1点単価×([)床面積
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|「 年度IⅢ仁通知書■どを送

付した対象名のうち.また口座

1辰 込依頼書が退送されて0'な ,|

人へ.10月 81日付 |ナ
■●庄通知

書を送付 します.通 ,[書が昂 tヽ

た人は早めの二境■をお願t.し

よ0.
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